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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社ではコーポレート・ガバナンスを経営統治機能と位置付けており、企業価値を継続的に高めていくための不可欠な機能であるとの認識に基づ
き、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実に努めております。また、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実
施と意思決定における透明性及び公平性を確保することが極めて重要と考えております。さらに、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹
底し、株主、投資家及び事業パートナーをはじめとするステークホルダー（利害関係者）の信頼を得ることも重要な経営課題と認識しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

高島　宏平 1,260,600 15.23

株式会社ローソン 677,034 8.18

株式会社リクルートホールディングス 662,000 7.99

ＢＮＹＭ　ＮＯＮ－ＴＲＥＡＴＹ　ＤＴＴ 631,600 7.63

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 282,200 3.41

藤田　和芳 258,129 3.11

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 253,900 3.06

株式会社ＮＴＴドコモ 250,000 3.02

ＲＢＣ　ＩＳＴ　１５　ＰＣＴ　ＬＥＮＤＩＮＧ　ＡＣＣＯＵＮＴ－ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ 200,100 2.41

五味　大輔 200,000 2.41

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 3 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

花田 光世 学者 △

牛田 圭一 他の会社の出身者 △

田中 仁 他の会社の出身者 ○

中村　雄一郎 他の会社の出身者 ○

櫻井　稚子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

花田 光世 ○

2010年6月に花田光世氏が代表を務める
組織調査研究所と契約を締結し、当社従
業員に対するマネジメント研修を実施して
おりました。なお、当該研修に対する対価
は僅少なものであります。

花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授として
企業経営全般に関して幅広い知見を有してお
り、当社の経営に対する様々な助言及び意見
が期待されることから、社外取締役として選任
いたしました。また、同氏は独立役員の要件を
満たしており、独立した立場で経営を監視・監
督いただけるものとして、独立役員に指定して
います。



牛田 圭一 　

牛田圭一氏は、株式会社リクルートライフ
スタイル（リクルートホールディングスの子
会社)の執行役員であり、リクルートグルー
プと当社との資本・業務提携関係に基づ
き、取締役として招聘しております。

牛田圭一氏は、株式会社リクルートライフスタ
イルの執行役員として合弁会社を含む事業体
の運営全般に関して幅広い知見を有しており、
当社の経営に対する様々な助言及び意見が期
待されることから、社外取締役として選任いた
しました。

田中 仁 ○

田中仁氏は、株式会社ジンズの代表取締
役であり、当社と同社との間では商品仕
入れの取引関係があります。なお、取引
金額は当社及び同社においても僅少なも
のであります。

長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社
長を務められており、経営者として豊富な経験
と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督して
いただくとともに、当社の経営全般に助言及び
意見が期待されることから、社外取締役として
選任いたしました。

また、同氏は独立役員の要件を満たしており、
独立した立場で経営を監視・監督いただけるも
のとして、独立役員に指定しています。

中村　雄一郎 　

中村雄一郎氏は、株式会社ローソンの理
事執行役員であり、当社との資本・業務提
携関係に基づき、取締役として招聘してお
ります。

中村雄一郎氏は、株式会社ローソンの理事執
行役員としてコンビニエンスストア経営全般に
関する豊かな知見を有しており、当社の経営に
対する様々な助言及び意見を期待されること
から、社外取締役として選任いたしました。

櫻井　稚子 　 -

櫻井稚子氏は、長年にわたる株式会社ABC

Cooking Studioでの経験をもとに、食関連のコ

ンテンツビジネスに関する豊かな知見を有して
おり、当社の経営に対する様々な助言及び意
見を期待することができることから、社外取締
役として選任いたしました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査室と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うとともに、重要な会議に出席することによって情報の共有を
図っております。内部監査室及び監査役と会計監査人の間の情報交換・意見交換については、会計監査人が監査を実施する都度開催される監
査講評に内部監査室及び監査役が同席することによって情報の共有を図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見
交換等を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

中村　眞 他の会社の出身者

諸江　幸佑 他の会社の出身者 △

中町　昭人 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役



d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中村　眞 ○ -

中村眞氏は、我が国を代表する上場優良企業
の常勤監査役の経験のほか、国内外での財務
経理部門を中心とした管理部門での豊富な
キャリアを有していることから、社外監査役とし
ての職務を適切に遂行できるものと考え、社外
監査役として選任いたしました。

諸江　幸佑 ○ -

諸江幸祐氏は、外資系証券会社における小
売・流通分野のアナリストとして長年の経験を
有しており、企業金融や小売・流通分野に関す
る幅広い知見を有していることから、社外監査
役としての職務を適切に遂行できるものと考
え、社外監査役として選任いたしました。

中町　昭人 ○ -

中町昭人氏は、弁護士としての豊富な経験と
専門知識を有しており、主にコンプライアンスの
観点から有益なアドバイスをいただけることか
ら、社外監査役としての職務を適切に遂行でき
るものと考え、社外監査役として選任いたしまし
た。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は、業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として、ストックオプション制度
を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外監査役、従業員、その他

該当項目に関する補足説明

ストックオプションの付与対象者は原則として社内取締役及び従業員(従業員内定者を含む)でありますが、社外監査役の一部と社外協力先にも
付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明



報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。

取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬については、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、業績や各取締役の管掌業務の成果等を勘案し、取締役会から授権さ
れた代表取締役社長が外部専門家等による諮問を経た上で決定することとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役のサポートは管理本部が行っております。また非常勤監査役に対する情報伝達は常勤監査役が定期的に行っており
ます。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１）会社の機関の基本説明

ａ．取締役会

　当社の取締役会は取締役10名（うち社外取締役5名）により構成されており、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開
催し、業務を執行するとともに、取締役会で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には監査役が毎回出席し、取締役会の業務執
行状況の監査を行っております。

ｂ．経営会議

　当社は常勤取締役、常勤監査役及び各部門責任者による経営会議を定期的に開催しており、これにより日常の業務執行の確認や意思決定の
迅速化を図っております。

ｃ．監査役及び監査役会

　当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、全監査役が社外監査役であります。各監査役は、取締役会をはじめ
とする重要な会議に出席して意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。また、監査役会は、原則として定例
取締役会と同日に開催しております。

ｄ．会計監査人

　当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。

２）リスク管理体制の整備状況

　当社のリスク管理及びコンプライアンス体制整備については、リスク管理委員会を中心に実施しております。同委員会は管理本部長および執行
役員他によって構成され、常勤監査役も常に参加しており、役職員に対するコンプライアンス意識の普及・啓発や法令違反行為等の通報の受付と
事実関係の調査等をその任務としております。具体的には月2回定例の会議を開催し、内部通報の有無の確認や、反社会的勢力への対応、労務
関連の法令遵守状況などコンプライアンスに関連する事項のほか、リスク管理に関する事項、ディスクロージャー（適時開示）に関する事項やいわ
ゆるJ -SOX 法への対応状況等について、報告並びに議論を行っております。

　また、当社では、公益通報者保護法の趣旨に則り、コンプライアンスの徹底に資することを目的として内部通報制度（「企業倫理ホットライン」とい
う。）を定めております。当社の従業員は、本制度を通じ、公益通報者保護法に定める法令違反及びその他の重大なコンプライアンス違反等の通
報対象の事実が生じているか、又は、まさに生じようとしていることを、予め定めた企業倫理ホットライン窓口担当者に通報することができます。ま
た、通報者にはしかるべき保護措置を行うほか、通報された情報等は企業倫理ホットライン窓口担当者よりリスク管理委員会に報告があり、必要
な場合、是正措置を行うこととしております。

　加えて、全ての当社役職員が遵守すべき規範として「倫理規程」を設け、その普及・啓蒙に努めております。また、個別業務に関するコンプライア
ンスへの取り組みとして、個人情報保護法、景表法、特商法といった当社業務と関連の深い諸法令の遵守状況の確認や、研修などを通じた法令
に関する知識の普及などを行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の企業規模や事業内容から、監査役会設置会社が最適であると判断しており、社外取締役5名(うち2 名は独立役員)、社外監査役3 名（うち3

名は独立役員）を選任することで、取締役会に対する牽制及び監視機能の向上を図っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に取り組む予定です。

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主にご参加いただけるよう、集中日を避けた開催日となるよう留意いたしま
す。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

公表はしておりませんが、株主・投資家の皆様に対し、透明性・公平性・継続
性を基本とした情報提供に努めております。IR活動についての考え方を、「IRポ
リシー」としてWebサイトに掲載しております。情報開示について、基本姿勢や
開示基準、方法に加えて、コミュニケーションの充実に向けた施策、IR活動沈
黙期間について記載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
定期的な開催は予定しておりませんが、個人投資家向けＩＲイベントへの参加
等を検討いたします。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算および第2四半期決算発表時の年2回開催しております。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 年1回北米などで海外投資家向けのロードショーを行っております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社Webサイトに投資家向け情報ページを設け、決算情報や適時開示情報の
掲載を行っております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画本部内にIR部門を設置しております。

その他
逐次、国内外のアナリスト・機関投資家向けに個別インタビューを実施しており
ます。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社の企業理念「これからの食卓、これからの畑」の実現、食に関する社会課題をビジネ
スの手法で解決するための行動規範として、お客様、取引先、社員、株主、社会というス
テークホルダーに対してどのような企業行動を取っていくのかを定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社の基本的なビジネスモデルは、お客様からのご注文に対する契約生産者等からの直
接仕入れ、宅配による販売につき店舗在庫を持たないことから、流通過程における食材の
廃棄ロスを最小限に抑えております。商品については自然の力を最大限活用し環境負荷
を抑えたものを取り扱っており、宅配時に使用する資材についてもCO2排出量の少ない紙
を使用しております。

また、先進国の肥満と開発途上国の飢餓の問題を同時に改善することを目的とするNPO
法人「TABLE　FOR　TWO」に賛同し活動に協力するとともに、東日本大震災の復興支援団
体である「東の食の会」の特別会員企業としても支援しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

金融商品取引法などに基づく法定開示制度や、東京証券取引所が定める適時開示規則
に則って、適時適切な情報開示に努めております。法定開示や適時開示の対象とならない
情報であっても、投資判断に影響を与えると思われる重要な情報については、すべてのス
テークホルダーが平等に入手できるように、公平かつ迅速に開示しております。このほか、
ウェブサイトなどを通して、各ステークホルダーに向けた情報開示の拡充に取り組んでおり
ます。



その他

＜女性の活躍支援について＞

当社は、在宅勤務制度を整える等、性別に関わらず多様な働き方が出来るようなインフラ
整備を行っております。また、積極的に女性の活用を進め、正社員中女性従業員の比率は
約42％となっており、育児中の女性が働きやすいように時短勤務や、育休復帰を行いやす
いように認可外保育園に預ける場合の補助等の制度を導入しております。

なお、女性の管理職比率は約21％となっており、今後も積極的に性別を問わず憂愁な人
材を登用していく予定です。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、平成18年10月30日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式
会社の業務の適正を確保するための体制を整備するために、「内部統制システム構築の基本方針」を決議しました。その後当該基本方針につい
ては、平成19年９月、平成20年５月、平成21年４月、平成24年11月、平成27年４月、平成28年４月に適宜見直しを実施しております。

現在運用されている当該基本方針は、平成28年４月21日開催の取締役会において改訂されたものであり、その概要は下記のとおりです。なお、必
要に応じて今後も適宜見直しを実施してまいります。

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

６．会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

８．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

９．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続
その他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

11．財務報告の適正性を確保するための体制

12．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

また、当社では、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程によって役職員の組織的位置付けやなすべき業務、職務上の執行権限を明確にすると
ともに、稟議手続を明確に定めることで適切な権限委譲と組織内の牽制効果を発揮し、健全な経営体制の構築を図っております。

　この他、内部統制に関連する規程として「リスク管理委員会規程」、「内部通報規程」、「倫理規程」、「危機対応規程」を策定し、全社員向けに周
知徹底を図っております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社では反社会的勢力との一切の関係を遮断する旨を謳った「反社会的勢力対策についての宣言」を、平成20 年3 月11 日開催の取締役会に

おいて決議し、新規取引開始時の取引先の属性チェックの実施、並びに反社会的勢力排除条項及び誓約書の整備取得を進めることにより、反社
会的勢力及びそれに共生するグループとの関係が発生しないよう未然防止に努めております。

また反社会的勢力からの接触があった場合に備えて「反社会的勢力対応マニュアル」を策定し、管理本部を中心にその対応に当たることを定める
ほか、必要とあれば早期に顧問弁護士や警察・暴追センターに相談し適切な措置を講ずる体制としております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




